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一
九
九
九
年
の
キ
ル
ギ
ス
に
お
け
る
日
本
人
誘
拐
事
件
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
九
五
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

一
九
九
九
年
八
月
に
キ
ル
ギ
ス
で
起
き
た
日
本
人
鉱
山
技
師
ら
四
人
が
誘
拐
さ
れ
た
事
件
（
以
下
、
「
日
本
人
誘
拐
事

件
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
本
年
一
月
三
十
一
日
、
キ
ル
ギ
ス
の
国
会
に
お
い
て
、
当
時
人
質
の
解
放
交
渉
に
携
わ
っ
て

い
た
人
物
に
よ
り
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
発
生
し
た
際
に
日
本
政
府
が
支
払
っ
た
と
さ
れ
る
身
代
金
（
以
下
、
「
身
代

金
」
と
い
う
。
）
が
キ
ル
ギ
ス
の
治
安
当
局
の
人
間
に
よ
っ
て
山
分
け
さ
れ
て
い
た
と
の
証
言
（
以
下
、
「
証
言
」
と
い

う
。
）
が
な
さ
れ
、
「
証
言
」
の
議
事
録
（
以
下
、
「
議
事
録
」
と
い
う
。
）
の
提
供
を
現
在
外
務
省
が
キ
ル
ギ
ス
国
会
に

要
請
し
て
い
る
が
、
現
段
階
で
も
提
供
を
受
け
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
承
知
す
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
、
前
回
質
問
主
意
書

で
、
キ
ル
ギ
ス
国
会
は
ど
の
様
な
文
言
を
も
っ
て
我
が
国
の
「
議
事
録
」
提
供
の
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
の
か
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
内

閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
九
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右

答
弁
で
い
う
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
九
号
）
の
答
弁
と
は
、
「
平
成
二
十
年
五
月
八
日
現
在
、
キ

ル
ギ
ス
共
和
国
議
会
よ
り
御
指
摘
の
『
議
事
録
』
の
提
供
を
受
け
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な

一



い
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
当
方
は
キ
ル
ギ
ス
国
会
が
「
議
事
録
」
の
提
供
に
応
じ
な
い
理
由
で
は
な
く
、
ど
の
様
な

文
言
で
我
が
国
の
要
請
に
応
対
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
答
弁
か
ら
す
る
と
、
キ
ル
ギ
ス

国
会
は
我
が
国
の
「
議
事
録
」
提
供
の
要
請
に
対
し
て
、
「
応
じ
る
」
「
応
じ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
述
べ
ず
、
何
の
言
葉

も
な
い
ま
ま
た
だ
我
が
国
の
要
請
を
無
視
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
良
い
の
か
。
確
認
を
求
め
る
。

二

「
政
府
答
弁
書
」
で
、
「
証
言
」
を
行
っ
た
の
は
、
ト
ゥ
ル
ス
ン
バ
イ
・
バ
キ
ル
・
ウ
ウ
ル
ー
・
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
前
オ

ン
ブ
ズ
マ
ン
で
あ
っ
た
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
発
生
し
た
際
に
、
ウ
ウ
ル
ー
氏
は
キ
ル

ギ
ス
国
に
お
い
て
ど
の
様
な
役
職
に
つ
き
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
解
決
に
向
け
て
ど
の
様
な
役
割
を
果
た
し
た
か
、
外
務

省
は
把
握
し
て
い
る
か
。

三

「
政
府
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
件
に
お
け
る
人
質
の
解
放
の
た
め
に
日
本
政
府
か

ら
キ
ル
ギ
ス
政
府
に
対
し
て
金
銭
が
支
払
わ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。
」
と
、
「
身
代
金
」
と
い
う
認
識
で
は
な
く
と

も
、
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
解
決
に
資
す
る
た
め
、
何
ら
か
の
金
員
を
支
払
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
と
の
答
弁
を
し
て

い
る
が
、
で
は
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
解
決
し
た
後
に
、
謝
礼
の
様
な
形
で
我
が
国
政
府
が
何
ら
か
の
金
員
を
支
払
っ
た

と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

二



四

先
の
質
問
主
意
書
で
、
何
ら
か
の
金
員
が
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
の
実
行
犯
で
は
な
く
、
当
時
の
キ
ル
ギ
ス
政
府
並
び
に

我
が
国
の
外
務
省
職
員
に
一
部
が
渡
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
私
的
に
流
用
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
か
と
の
質
問
を
し
た

が
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
何
の
答
弁
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
我
が
国
政
府
が
「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
が
解
決
す
る
以
前
ま

た
は
以
後
に
支
払
っ
た
「
身
代
金
」
と
も
言
え
る
金
員
の
一
部
が
、
当
時
の
キ
ル
ギ
ス
政
府
並
び
に
我
が
国
の
外
務
省
職
員

に
渡
っ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
か
、
再
度
質
問
す
る
。

五

「
政
府
答
弁
書
」
で
外
務
省
は
、
本
年
三
月
四
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
一
一
〇
号
）
に
「
お
尋
ね
に
つ

い
て
は
、
日
本
政
府
と
し
て
身
代
金
を
支
払
っ
た
と
い
う
事
実
は
一
切
な
く
、
ま
た
、
外
務
省
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
文

書
か
ら
も
、
御
指
摘
の
事
実
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
ア
カ
エ
フ
・
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
前
大
統
領
も
、
身
代
金
を

支
払
う
必
要
は
な
か
っ
た
事
案
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
払
っ
て
い
な
い
旨
を
述
べ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
先
の
答
弁
書
（
平
成

二
十
年
二
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
八
〇
号
）
八
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
先
の
質
問
主
意
書
（
平
成
二

十
年
二
月
十
二
日
提
出
質
問
第
八
〇
号
）
八
で
お
尋
ね
の
『
証
言
』
は
全
く
根
拠
が
な
い
の
で
、
現
時
点
で
、
御
指
摘
の
者

に
確
認
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
あ
る
理
由
を
も
っ
て
、
今
井
正
現
沖
縄
大
使
に
対
し
て
、
「
日
本
人
誘
拐
事

件
」
発
生
当
時
、
今
井
氏
が
当
時
内
閣
官
房
副
長
官
の
任
に
あ
っ
た
当
方
の
も
と
を
訪
れ
、
「
身
代
金
」
の
説
明
並
び
に
決

三



裁
を
求
め
た
事
実
が
あ
る
か
否
か
を
今
井
氏
本
人
に
確
認
す
る
必
要
は
な
い
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
政
府
が

「
身
代
金
」
を
支
払
っ
た
事
実
が
あ
る
か
ど
う
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
上
で
、
今
井
氏
に
確
認
を
と
る
こ
と
は
必
須
の
作
業

で
あ
る
と
考
え
る
。
少
な
く
と
も
「
証
言
」
が
キ
ル
ギ
ス
国
会
と
い
う
公
の
場
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
鑑
み
る
時
、
外
務
省
と

し
て
も
た
だ
「
身
代
金
」
を
支
払
っ
た
事
実
は
な
い
と
言
い
切
る
だ
け
で
は
何
の
説
得
力
も
な
く
、
今
井
氏
に
一
度
確
認
を

行
え
ば
済
む
話
で
あ
る
と
こ
ろ
、
今
井
氏
に
確
認
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

六

「
日
本
人
誘
拐
事
件
」
発
生
当
時
、
今
井
氏
が
「
身
代
金
」
の
説
明
並
び
に
決
裁
を
求
め
に
き
た
と
い
う
当
方
の
主
張
は

ウ
ソ
で
あ
る
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

四


